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１．再稼働への関係者の総⼒の結集
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今後検討すべき対応の⽅向性（⽴地地域との共⽣）

 ⽴地地域の実情やニーズに応じた課題解決に向け、国及び事業者は、より積極的に
取り組んでいく必要があるのではないか。

� 丁寧なコミュニケーションを通じた、各地域の実情やニーズ、課題のきめ細かな把握

� 地域の実情やニーズ、課題に応じた⽀援策の結集・⾼度化

� 産業の複線化や新産業・雇⽤の創出も含め、⽴地地域の将来像を共に描く
取組といったベストプラクティスの横展開

 ⽴地地域との共⽣
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今後検討すべき対応の⽅向性（コミュニケーション）

 昨今、原⼦⼒に対する意⾒にも変化が⾒受けられる中で、コミュニケーションの質・量
の強化を図っていく必要があるのではないか。

� エネルギー政策の全体像及び原⼦⼒の位置づけや価値についての関⼼の喚起、
丁寧で分かりやすい情報発信

� ニーズや情報⼊⼿傾向に応じた情報発信の⼯夫や多様化

 国⺠各層とのコミュニケーションの深化
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21（資料）総合資源エネルギー調査会原⼦⼒⼩委員会⾃主的安全性向上・技術・⼈材ワーキンググループ 第18回会合 資料4-1から抜粋して⼀部修正

 産業界や政府は、国⺠（電⼒消費地を含む）、⽴地地域をはじめとする地域住⺠・⾃治体、
⾏政機関、報道機関等の広範なステークホルダーを対象として、わかりやすい情報発信に努める
とともに、ステークホルダーからの質問・意⾒を受け⽌め、丁寧に説明を⾏い、改めるべきところは
改めるなど、真摯に対応していくことが必要。

各ステークホルダーとの丁寧な双⽅向コミュニケーションの実現
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【参考】原⼦⼒規制委員会の審査効率化に向けた対応⽅針

【抜粋】 電⼒会社経営層との意⾒交換を踏まえた新規制基準適合性に係る審査の進め⽅（令和4年9⽉7⽇ 原⼦⼒規制委員会 資料2）

（１）「できるだけ早い段階での確認事項や論点の提⽰」（提案１、３、５）
① 確認事項及び論点の提⽰
� 審査会合における原⼦⼒規制庁からの指摘が事業者と共通理解となっているかを審査会合で確認した上で、必要に応じて⽂書化する。
� 事業者から基準や審査ガイドが不明確と指摘があった場合は、審査会合において要求事項等を確認し事業者と共通理解を図る。
② 審査会合の開催頻度等の改善
� これまでは、ヒアリングで資料内容の事実確認を２回程度⾏った上で審査会合を実施しているが、重要な論点があるなど早期に議論を⾏うことが必要な内容については、
ヒアリング回数に関わらず、柔軟に審査会合を開催する。

� 試験、評価等に時間を要する案件については、できる限り⼿戻りがなくなるよう、事業者の対応⽅針を確認するための審査会合を頻度⾼く開催する。
� 審査会合は原則として委員出席の下で⾏うが、委員の了解を得た上で、委員が出席できない場合でも審査会合を開催することを可能とする。
③ 事業者による提出資料の⼯夫
� 地震・津波等のハザード審査においては、基準に適合すると判断した論理構成の全体像をフロー等により明⽰するとともに、論理構成の基となる科学的データが論理構成の
どこに使われているのか明⽰するなど、基準に適合する根拠を具体的に⽰した資料作成を求めることとする。

� 特に、事業者が新たなデータ等に基づき、検討⽅針を追加⼜は変更した場合には、追加・変更点を明確にした上で、論理構成の変更の有無及びその妥当性等について
丁寧な説明を求めることとする。

（２）「公開の場における「審査の進め⽅」に関する議論及び共有」（提案２）
� 事業者が資料準備に時間を要する審査項⽬については、準備期間や対応⽅針を審査会合で確認する。
� 特に、対応⽅針を変更することなどにより他の審査項⽬に影響を与えるものについては、できる限り⼿戻りがなくなるよう、早期に論点を明確化し、共通の理解となるよう議論する。

（３）「審査会合における論点や確認事項の書⾯による事前通知」（提案３）
� 指摘事項については、透明性の確保の観点から、これまでどおり審査会合で提⽰することとし、審査会合の開催時期を逸することなく柔軟に開催し論点を明⽰していく。
� また、審査会合における原⼦⼒規制庁からの指摘が事業者と共通理解となっているかを審査会合で確認した上で、必要に応じ⽂書化する。（再掲）

（４）「原⼦⼒規制委員⼜は原⼦⼒規制庁職員の現地確認の機会の増加」（提案４）
� 事業者から現地確認の提案があった場合には、審査会合での議論の前提となる認識を共有化するため、審査資料上議論のある論点等を踏まえて、必要に応じて
原⼦⼒規制委員会職員による現地確認の機会を設ける。

（５）「基準や審査ガイドの内容の明確化」（提案５）
� 上記３．（１）①の対応に加え、審査実績を踏まえた基準類の明確化を図る。
� なお、令和元年度第52回原⼦⼒規制委員会（令和2年1⽉15⽇）において、原⼦⼒規制庁内及び被規制者から意⾒・提案を収集し分野ごとに整理すること、また、
被規制者からの意⾒・提案はATENAから聴取すること等の進め⽅が了承され、毎年度⼀回、ATENAから聴取を⾏っている。

３．提案に対する対応⽅針

※本年9⽉7⽇の原⼦⼒規制委員会にて、「電⼒会社経営層との意⾒交換を踏まえた新規制基準適合性に係る審査の進め⽅」を議論。
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今後検討すべき対応の⽅向性（⾃主的安全）

 東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故の最⼤の教訓である「安全神話からの脱却」を、
今⼀度問い直し確かなものとするため、国及び事業者は、幅広い関係者との連携の下、
安全マネジメント体制の更なる改⾰に取り組むべきではないか。

� 事故後の産業⼤でのトラブル対応等の振り返り（良悪事例の横展開、国際機関
レビューの体系的活⽤、産業⼤での相互レビュー 等）

� ステークホルダーとの双⽅向コミュニケーションを通じた安全マネジメント改⾰
（他社の知⾒などを活⽤して改⾰を推進する仕組み、外部評価の強化・充実 等）

� 安全対策の着実な実施に向けた環境整備（ATENA等による技術共通課題の
検討、規制機関・ステークホルダーとのコミュニケーション 等）

� 武⼒攻撃等の万⼀の事態における、関係機関との準備・連携体制の確認

 ⾃主的安全性向上の取組等



１．再稼働への関係者の総⼒の結集

２．運転期間の延⻑など既設原発の最⼤限活⽤
① 現⾏の運転期間制度の整理
② エネルギーとしての原⼦⼒利⽤の考え⽅・運転期間検討の論点

３．次世代⾰新炉の開発・建設

４．再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化
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⽇本と海外における運転期間のルール

 原⼦炉等規制法(※)改正（2012）により、「原⼦⼒発電所の運転期間は40年とし、１回に限り、
20年延⻑できる」ルールが導⼊された。 ※核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律

 ⼀⽅、多くの国では、運転期間の上限はない（⼀定期間ごとに安全確認）。
 例えば⽶国では、既に運転中原⼦炉の半数が40年超。さらに60年超の認可も進んでいる。

（運転の期間等）

第43条の3の32
発電⽤原⼦炉設置者がその設置した発電⽤原⼦
炉を運転することができる期間は、…40年とする。

２ 前項の期間は、…1回に限り延⻑することができる。

３ …延⻑する期間は、20年を超えない期間であつて
政令で定める期間を超えることができない。

⽇本における運転期間のルール
（原⼦炉等規制法 抜粋）

諸外国における運転期間のルール

⽶国

� 運転期間は40年。
� 規制当局の安全審査をクリアすれば、20年の延⻑が可能。
回数制限無し。

� 運転中92基のうち、50基が40年超運転。
� これまでにNRCによる60年延⻑認可を取得した原⼦炉は94基、
うち80年延⻑認可を取得したものは6基。

仏国

� 運転期間は制限無し。
� 10年毎に安全確保義務を満たしているか審査。
� 運転中56基のうち、20基が40年超運転。

英国
� 運転期間は制限無し。
� 10年毎に安全確保義務を満たしているか審査。

（出典）運転中の基数、運転年数についてはIAEA「Power Reactor Information System」から引⽤したデータ
を基に資源エネルギー庁算出。（運転年数は系統接続⽇から起算。2022年9⽉7⽇時点。）。運転期間
制度の記載はOECD/NEAのレポート「Legal Frameworks for Long-Term Operation of Nuclear 
Power Reactors（2019）」を参照し資源エネルギー庁作成。⽶国における延⻑認可の状況のうち、60年
認可についてはNRCホームページ「Status of Initial License Renewal Applications and Industry 
Initiatives（Page Last Reviewed/Updated Wednesday, January 12, 2022）」、80年認可に
ついては「Status of Subsequent License Renewal Applications（Page Last 
Reviewed/Updated Thursday, June 09, 2022）」を参照し資源エネルギー庁作成。 28



原⼦炉等規制法改正時の経緯

 原⼦炉等規制法の改正時の国会審議においては、政府及び法案提案者から、以下のような認識が
⽰されている。
①40年という期間は１つの⽬安であり、明確な科学的な根拠はない
②運転期間に係る規定を含めた安全規制のあり⽅については、原⼦⼒規制委員会の発⾜後、
専⾨的な観点から検討されるべき

※現⾏の原⼦炉等規制法は、当初は、内閣提出法案として提出されたものの、与野党協議を経て同法案が撤回、
環境委提出法案として再度提出され、成⽴に⾄ったもの。

 「四⼗年というのは、（略）⾼経年劣化をどう⾒るかという議論の中で、⼀つの線としてこれまでも議論をされてき
ました。」 「四⼗年をたてばそのときから急に危険になって、四⼗年までは全く問題がないということでもない。
（略）どこに線を引くかということ。」（2012.6.5.衆・環境委員会における細野⼤⾂答弁）

 「四⼗年という数字の設定が⾮常に政治的なものであって、科学的な根拠に基づかない」「四⼗年については、
はっきり⾔って、新たなる規制委員会ができた後に委ねられるべきであるという⾒解をしておりました。（略）まさ
しく専⾨性をもって判断をしていただくことがベターだと、このように思っておるところ」（2012.6.15.衆・環境委員
会における⽥中和徳議員（⾃⺠・提案者）答弁）

 「原⼦⼒規制委員会の委員⻑及び委員の知⾒に照らして検証されることが重要である。四⼗年の運転制限の
規定を含め、施⾏の状況を勘案して速やかに検討を加え、安全規制全体に関して⾒直す」（2012.6.15.衆・
環境委員会における近藤昭⼀議員（⺠主・提案者）答弁）

改正時の政府及び法案提案者の国会答弁

29
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 令和２年７⽉、原⼦⼒規制委員会は以下の⾒解を公表。

原⼦⼒規制委員会の⾒解

３．この制度における原⼦⼒規制委員会の役割は、原⼦炉等の設備について、運転開始から⼀定期間
経過した時点で、延⻑する期間において原⼦炉等の劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基準
に適合するか否かを、科学的・技術的観点から評価することである。運転期間を40年とする定めは、
このような原⼦⼒規制委員会の⽴場から⾒ると、かかる評価を⾏うタイミング（運転開始から⼀定期
間経過した時点）を特定するという意味を持つものである。

５．原⼦⼒規制委員会の⽴場からは、運転期間とは、その終期が上記３．で述べた評価を⾏うべき時期
となるということにほかならず、（略）かかる時期をどのように定めようと、発電⽤原⼦炉施設の将来
的な劣化の進展については、個別の施設ごとに、機器等の種類に応じて、科学的・技術的に評価を
⾏うことができる。

６．このように、現⾏制度における運転開始から40年という期間そのものは、上記３．の評価を⾏う時
期として唯⼀の選択肢というものではなく、発電⽤原⼦炉施設の運転期間についての⽴法政策として
定められたものである。そして、発電⽤原⼦炉施設の利⽤をどのくらいの期間認めることとするかは、原
⼦⼒の利⽤の在り⽅に関する政策判断にほかならず、原⼦⼒規制委員会が意⾒を述べるべき事柄
ではない。

【原⼦⼒規制委員会の⾒解（抜粋）】

（出典）原⼦⼒規制委員会 「運転期間延⻑認可の審査と⻑期停⽌期間中の発電⽤原⼦炉施設の経年劣化との関係に関する⾒解」（令和２年７⽉29⽇）
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 令和３年10⽉に閣議決定されたエネルギー基本計画においても、東⽇本⼤震災後に原⼦⼒発電所
の停⽌期間が⻑期化していることを踏まえ、安全性を確保しつつ⻑期運転を進めていく上での諸課題
について、官⺠それぞれの役割に応じ、検討することとされている。

⻑期運転に係る従来の検討⽅針（第６次エネルギー基本計画）

５．２０５０年を⾒据えた２０３０年に向けた政策対応

（６）原⼦⼒政策の再構築
②原⼦⼒利⽤における不断の安全性向上と安定的な事業環境の確⽴
東⽇本⼤震災後に原⼦⼒発電所の停⽌期間が⻑期化していることを踏まえ、メーカー等も含めた事業
者間の連携組織が中⼼となり、保全活動の充実や設計の経年化対策、製造中⽌品の管理等に取り組
むとともに、安全性を確保しつつ⻑期運転を進めていく上での諸課題について、官⺠それぞれの役割に応
じ、検討する。

第６次エネルギー基本計画（令和３年10⽉22⽇閣議決定・抄）
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原⼦⼒委員会の要請

●エネルギーの安定供給やカーボンニュートラルの観点からも、既設原発の最⼤限の活⽤は重要であり、
「運転期間の延⻑」等の原⼦⼒利⽤を巡る構造的な課題も含め、安全性の確保を⼤前提としつつ、
利⽤側と安全規制側がそれぞれの⽴場で検討することが重要であると考える。
●その観点から、資源エネルギー庁と原⼦⼒規制委員会においてそれぞれ検討を進めていくことが重要。
資源エネルギー庁の検討の内容については、当委員会にて報告いただきたいと考えている。
●当委員会としては、それらの検討内容を踏まえた上で、現在検討を進めている「原⼦⼒利⽤に関する
基本的考え⽅」を取りまとめてまいりたい。

原⼦⼒委員会 上坂委員⻑からの発⾔（令和４年９⽉13⽇・抄）

●GX実⾏会議では、原⼦⼒に関して政治決断を要する4つの事項が提⽰されているところ。先⽇、原⼦
⼒委員会から、エネルギーとしての原⼦⼒を所管する資源エネルギー庁に対して、これらについて必要な
検討を⾏い、その内容を原⼦⼒委員会に報告するよう要請した。
●また、これらは安全規制にも関連する論点であるため、原⼦⼒規制委員会においても、必要な検討を
⾏っていただくことが重要と考えている。
●今後は、それぞれにおける検討結果も踏まえ、「基本的考え⽅」の取りまとめに向けて、検討を加速して
いきたい。

⾼市 内閣府特命担当⼤⾂（科学技術政策担当）からの発⾔（令和４年９⽉16⽇・抄）
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１．再稼働への関係者の総⼒の結集

２．運転期間の延⻑など既設原発の最⼤限活⽤
① 現⾏の運転期間制度の整理
② エネルギーとしての原⼦⼒利⽤の考え⽅・運転期間検討の論点

３．次世代⾰新炉の開発・建設

４．再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化
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 原⼦⼒基本法では、原⼦⼒の平和利⽤、安全確保、⺠主的運営等の基本⽅針を規定。

原⼦⼒利⽤の考え⽅（原⼦⼒基本法）

（⽬的）

第⼀条 この法律は、原⼦⼒の研究、開発及び利⽤（以下「原⼦⼒利⽤」という。）を推進することに
よつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて⼈類社会の
福祉と国⺠⽣活の⽔準向上とに寄与することを⽬的とする。

（基本⽅針）

第⼆条 原⼦⼒利⽤は、平和の⽬的に限り、安全の確保を旨として、⺠主的な運営の下に、⾃主的に
これを⾏うものとし、その成果を公開し、進んで国際協⼒に資するものとする。

２ 前項の安全の確保については、確⽴された国際的な基準を踏まえ、国⺠の⽣命、健康及び財産の
保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを⽬的として、⾏うものとする。

原⼦⼒基本法（昭和三⼗年法律第百⼋⼗六号・抄）



 エネルギー政策基本法では、エネルギーの需給に関する施策についての基本⽅針として、安定供給の
確保、環境への適合、市場原理の活⽤を規定。

エネルギー政策の基本⽅針（エネルギー政策基本法）

（安定供給の確保）
第⼆条 エネルギーの安定的な供給については、世界のエネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有しているこ
と等にかんがみ、⽯油等の⼀次エネルギーの輸⼊における特定の地域への過度な依存を低減するとともに、我が国
にとって重要なエネルギー資源の開発、エネルギー輸送体制の整備、エネルギーの備蓄及びエネルギーの利⽤の効率
化を推進すること並びにエネルギーに関し適切な危機管理を⾏うこと等により、エネルギーの供給源の多様化、エネル
ギー⾃給率の向上及びエネルギーの分野における安全保障を図ることを基本として施策が講じられなければなら
ない。
２ （略）

（環境への適合）
第三条 エネルギーの需給については、エネルギーの消費の効率化を図ること、太陽光、⾵⼒等の化⽯燃料以外のエ
ネルギーの利⽤への転換及び化⽯燃料の効率的な利⽤を推進すること等により、地球温暖化の防⽌及び地域環
境の保全が図られたエネルギーの需給を実現し、併せて循環型社会の形成に資するための施策が推進されなけれ
ばならない。

（市場原理の活⽤）
第四条 エネルギー市場の⾃由化等のエネルギーの需給に関する経済構造改⾰については、前⼆条の政策⽬的を
⼗分考慮しつつ、事業者の⾃主性及び創造性が⼗分に発揮され、エネルギー需要者の利益が⼗分に確保されるこ
とを旨として、規制緩和等の施策が推進されなければならない。

エネルギー政策基本法（平成⼗四年法律第七⼗⼀号・抄）
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 令和３年10⽉に閣議決定されたエネルギー基本計画では、原発依存度の可能な限りの低減に加え、
2050年カーボンニュートラルに向けてあらゆる選択肢を追求する中、原発については、安全性の確保
を⼤前提に必要な規模を持続的に活⽤すること等を定めている。

エネルギーとしての原⼦⼒利⽤の考え⽅（第６次エネルギー基本計画）

４．２０５０年カーボンニュートラル実現に向けた課題と対応
（２）複数シナリオの重要性
２０５０年カーボンニュートラルを⽬指す上でも、安全の確保を⼤前提に、安定的で安価なエネルギーによって経
済活動を⽀えていかなければならない。こうした前提に⽴ち、（略）原⼦⼒については、国⺠からの信頼確保に努め、
安全性の確保を⼤前提に、必要な規模を持続的に活⽤していく。こうした取組など、安価で安定したエネルギー供
給によって国際競争⼒の維持や国⺠負担の抑制を図りつつ２０５０年カーボンニュートラルを実現できるよう、あら
ゆる選択肢を追求する。

５．２０５０年を⾒据えた２０３０年に向けた政策対応
（１３）２０３０年度におけるエネルギー需給の⾒通し

電⼒供給部⾨については、Ｓ＋３Ｅの原則を⼤前提に、徹底した省エネルギーの推進、再⽣可能エネルギーの最
⼤限導⼊に向けた最優先の原則での取組、安定供給を⼤前提にできる限りの化⽯電源⽐率の引下げ・⽕⼒発電
の脱炭素化、原発依存度の可能な限りの低減といった基本的な⽅針の下で取組を進める。（略）
原⼦⼒発電については、ＣＯ２の排出削減に貢献する電源として、いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、
国⺠の懸念の解消に全⼒を挙げる前提の下、原⼦⼒発電所の安全性については、原⼦⼒規制委員会の専⾨的な
判断に委ね、原⼦⼒規制委員会により世界で最も厳しい⽔準の規制基準に適合すると認められた場合には、その
判断を尊重し原⼦⼒発電所の再稼働を進め、国も前⾯に⽴ち、⽴地⾃治体等関係者の理解と協⼒を得るよう
取り組み、電源構成ではこれまでのエネルギーミックスで⽰した２０〜２２％程度を⾒込む

第６次エネルギー基本計画（令和３年10⽉22⽇閣議決定・抄）





 2022年6⽉、IEAは報告書「原⼦⼒発電と確実なエネルギー移⾏」を発表。カーボンニュートラル実
現やエネルギー安全保障の要請で再注⽬される原⼦⼒をとりまく現状を分析し、原⼦⼒を利⽤する国
の政策⽴案担当者に向けた政策勧告を発表。

＜原⼦⼒を利⽤する国の政策⽴案担当者に向けた政策勧告＞

① 安全な形で可能な限り⻑期に運転を継続するために、既存の原⼦⼒発電所の運転延⻑を承認すべき。

② 効率的で効果的な安全規制を推進すべき。安全規制当局が、新しいプロジェクトや設計を適時に審査し、新しい
設計のための調和された安全基準を開発し、認可の要件が明確に伝わるよう潜在的な開発者や⼀般市⺠と関わ
るためのリソースとスキルを確保すること。 等

 今般のエネルギー危機において、輸⼊化⽯燃料の依存度を低減することは、エネルギー安全保障の最優先事項で
あり、その重要性は気候危機と同様である。

 確⽴された⼤規模な低排出のエネルギー源である原⼦⼒は、電⼒供給の脱炭素化を⽀援するのに適したもの。

 原⼦⼒は、世界全体のネット・ゼロへの確実な道のりにおいて、重要な役割を担う。

＜原⼦⼒発電をとりまく現状＞

38

IEAによる原⼦⼒利⽤国の政策担当者への勧告

（出典）IEA, 2022年6⽉, “Nuclear Power and Secure Energy Transitions: : From Todayʼs Challenges to Tomorrowʼs Clean Energy System”を参照し資源エネルギー庁が抜粋・抄訳













44

【参考】その他の考慮事項
（今後、原⼦⼒委員会等の関係機関と意⾒交換をしつつ検討）

＜例＞

 現⾏制度との連続性（例︓評価のタイミングを40年に設定）

 「震災前と⽐較して原発依存度を可能な限り低減する」との⽅針や、
東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故を踏まえた原発に対する国⺠の理解を勘案した
⼀定の抑制の必要性

 他律的な要因に基づく停⽌期間等の考慮

 諸外国における制度・運⽤の状況

 ⽴地地域をはじめとする国⺠に対する丁寧な説明

等



１．再稼働への関係者の総⼒の結集

２．運転期間の延⻑など既設原発の最⼤限活⽤

３．次世代⾰新炉の開発・建設
①原⼦⼒⼩委員会・⾰新炉ワーキンググループでの議論
②開発・建設の必要性の検討
③今後議論していくべき論点

４．再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化
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２．運転期間の延⻑など既設原発の最⼤限活⽤

３．次世代⾰新炉の開発・建設
①原⼦⼒⼩委員会・⾰新炉ワーキンググループでの議論
②開発・建設の必要性の検討
③今後議論していくべき論点

４．再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化
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２．運転期間の延⻑など既設原発の最⼤限活⽤

３．次世代⾰新炉の開発・建設
①原⼦⼒⼩委員会・⾰新炉ワーキンググループでの議論
②開発・建設の必要性の検討
③今後議論していくべき論点

４．再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化
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（第29回原⼦⼒⼩委員会）
＜ロードマップの策定＞

 研究開発について、何のために⾏うか、いつ頃までの導⼊を⽬指すのか、⽬標を明確にすることが重要、開発の⽬
的、⽬標などをしっかりと議論し次のエネルギー基本計画に反映させるべき。

 これまでの新型炉開発や輸出プロジェクトは失敗してきており、原発推進という戦略⽬標⾃体が誤っているのではない
か。過去の失敗に⽴ち直った検討が必要。

＜規制当局との対話等による共通理解の醸成＞

 新規技術の導⼊にあたり、規制についても今の段階から作成していくことが望ましい、どんな記載にするのか、特に
安全規制についてはあらかじめ⽤意することも考えられる。

＜具体的プロジェクトに沿った実効的な研究開発態勢の構築＞

 グリーン成⻑戦略で原⼦⼒が重要分野に指定されているが、他産業に⽐べて基⾦による⽀援と後押しする政策が
控えめ。

 国際プロジェクトに参加する中で⾼技術の維持・発展は必要。⾰新炉への期待は、各国、社会構造や産業構造を
反映し微妙に異なり、⾰新炉のポテンシャルも炉型に依拠しているため、これまでのR＆Dの成果を踏まえたリソース
配分の具体的議論が必要。
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原⼦⼒⼩委員会におけるこれまでの議論概要（次世代⾰新炉）①



（第29回原⼦⼒⼩委員会）
＜国の政策措置＞

 海外での取組も踏まえ、ロードマップや技術ゴールの共有、法的な枠組みによる予⾒性の確保が重要。

 原⼦⼒システム開発のリードタイムを考えれば2050年はそんなに先でない、政策の持続性や予⾒性、規制環境の
整理が必要。

 原⼦⼒の活⽤と投資回収の在り⽅に予⾒性を担保するような事業環境整備等の⾮予算措置も重要であり後押
しの政策動員を早期に検討すべき。

＜将来に繋がるサプライチェーンと⼈材・技術の維持・強化＞

 技術、⼈材、産業基盤などサプライチェーンの維持強化は今あるプラントの運転や管理とも深く関係した⽴地地域
の安全に直結する重要な課題。既設炉の安全安定運転に向けた技術・⼈材確保策について議論が必要。

 ⾰新炉技術開発、その進展に不可⽋な⼈材の維持・確保は重要な課題。社会実装には⼀定時間を要するため、
サプライチェーン維持の観点から、プルーブンな技術である既設軽⽔炉の活⽤の視点が重要。

 ⼈材サプライチェーンは気が付くと劣化していくといったもので、失われると本当に将来困るというものは、やはり明確に
して適切な維持をする仕組みがいる。

＜海外市場の獲得に向けた官⺠⼀体でのサポート＞

 国際連携を図り、グローバル市場開拓をすることが⽇本の原⼦⼒産業維持のために重要、経営判断要素のために
も、規制当局と連携して制度設計を進めるべき。
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原⼦⼒⼩委員会におけるこれまでの議論概要（次世代⾰新炉）②







１．再稼働への関係者の総⼒の結集
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（第26回・第29回原⼦⼒⼩委員会）
 再処理・MOXについては資源の価値、廃棄物処分への負荷の低減、将来の戦略的な幅を広げる意味でもサ
イクルは重要。

 サイクルは資源エネルギーの価格⾼騰への対処、脱炭素、脱ロシア依存の観点から有⽤。中⻑期的なエネル
ギー安全保障にサイクルがどう貢献するのか、関与を⽰すことが重要。

 サイクルの中核を担う再処理施設の着実な稼働が、サイクル政策全体への国⺠の信頼につながる。国がこれま
で以上に前⾯に⽴ち、規制当局を含め政府全体で、早期竣⼯に向けた審査対応や理解活動等の取組みを
進めるべき。

 時間的ファクターを考慮した⼤きな流れを早期に決めると、軽⽔炉を使ったマルチサイクルを進める価値があるの
かなど多くの付属的課題が⾒えてくる。

 サイクル施設の⻑期計画策定のためには、原⼦炉施設としてどのような炉型の原⼦炉をいつ、何基導⼊するのか
という計画を明⽰する必要がある。そのうえで、使⽤済燃料の直接処分も選択肢に含めたサイクル施設全体の
計画を検討すべき。

 使⽤済燃料対策について、国が、⽬に⾒える形で前⾯に⽴って事業者間の連携をリードし、⼀⽇も早く成果を
⽰すべき。

 乾式貯蔵の安全性等について、世論の理解を⼀層深めるべき。
 使⽤済MOXの再処理についてはマイナーアクチノイド分離などいろいろ課題があるが、安全を⼼がけて欲しい。
 プルトニウムについて、特に⽶国との協議を深めながら、安全に利⽤している旨発信が必要。
 海外プルトニウムの削減が急務。プルサーマルを⾏って利⽤を促進していくべき。
 プルトニウムバランスは国際社会との約束であり、信義の観点から重要。
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原⼦⼒⼩委員会におけるこれまでの議論概要（再処理）



再処理に関する課題整理及び今後検討すべき対応の⽅向性
●課題認識

 再処理・MOX
 安全確保を最優先とした竣⼯

 使⽤済燃料対策
 更なる貯蔵容量の拡⼤
 地元理解・国⺠理解の確保
 使⽤済MOX燃料再処理の早期実⽤化

 プルトニウムバランスの確保
 プルトニウムの回収（再処理）と利⽤（プルサーマル）の適切な管理
 プルサーマルの加速と海外Pu保有量の削減

●今後検討すべき対応の⽅向性
 再処理・MOX

 審査対応・安全対策⼯事等に関する⽇本原燃による取組強化
 ⽇本原燃に対する電⼒⼤の⼈的⽀援等の強化

 使⽤済燃料対策
 貯蔵容量拡⼤や理解確保に向けた個社の最⼤限の取組強化、電⼒⼤の連携・協⼒の具体化
 国が前⾯に⽴った主体的な対応
 （地元理解・国⺠理解に向けた最⼤限の努⼒、官⺠連携の枠組みを活⽤した⼯程管理等）
 使⽤済MOX燃料再処理技術の早期確⽴に向けた研究開発の加速

 プルトニウムバランスの確保
 再処理事業の円滑な竣⼯や再稼働・プルサーマルに向けた事業者の取組強化
 地元理解に向けた官⺠の取組強化
 国内外のPu保有量削減に向けた事業者連携の具体化 75



六ヶ所再処理⼯場の竣⼯に向けた進捗状況

 ⽇本原燃の「六ヶ所再処理⼯場の竣⼯時期⾒直し」（※9/7⽇本原燃臨時記者会⾒）
再処理⼯場の2022年度上期の竣⼯時期について、⾒直すこととしました。竣⼯時期については、（中略）審査の状況を⾒極めて、
年内に公表したいと考えております。（中略）残る⼯事には、（中略）審査を踏まえ新たに追加した地下⽔排⽔設備や北換気塔の耐
震補強⼯事等があります。これらは、いずれも2022年内には終了する計画で進めています。

 電事連の「サイクル推進タスクフォース設置」（※9/7電事連プレスリリース）
電事連は、⽇本原燃の再処理⼯場及びMOX燃料⼯場に
係る設計及び⼯事の計画の審査等において、技術⾯および
マネジメント⾯に関する課題への⽀援をより⼀層強化するため、
本⽇、「サイクル推進タスクフォース」を設置しました。
（中略）電事連としても、（中略）早期竣⼯と
確実な審査対応に向け⽇本原燃をオールジャパン体制で
⽀援してまいります。

 9⽉7⽇に、⽇本原燃から六ヶ所再処理⼯場の竣⼯時期を⾒直すことを公表し、①年内に、現時点で必要と考えて
いる安全対策⼯事を概ね終了、②安全審査の進捗を⾒極めて、年内に竣⼯⽬標時期を公表、する旨を発表。

 また、同⽇に電事連からは、「サイクル推進タスクフォース」を新たに設置する旨を発表。安全審査への的確な対応と
早期竣⼯に向けて、⽇本原燃が安全審査に対応する上での技術⾯及びマネジメント⾯の課題について、⽀援をより
⼀層強化することを表明したところであり、早期竣⼯に向けた取組を加速していく。

 また、⽇本原燃は、規制委員会で進められている審査効率化の取組と合わせ、規制当局とより緊密なコミュニケー
ション図ることなどにより、安全審査への対応を迅速化していくよう取り組む。
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発電所内・使⽤済燃料プール

使⽤済燃料の貯蔵能⼒拡⼤に係る取組
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リサイクル燃料備蓄センター（むつ中間貯蔵）

 使⽤済燃料の貯蔵能⼒の拡⼤は、対応の柔軟性を⾼め、中⻑期的なエネルギー安全保障に資するもの。このため、
国と電気事業連合会で設置した「使⽤済燃料対策推進協議会」を活⽤し、取組を加速。

 「使⽤済燃料対策推進計画」（2021年5⽉）に基づいて、事業者間の連携を⼀層強化し、取組を着実に推進。
国としても、こうした使⽤済燃料対策について、前⾯に⽴って主体的に対応。

東海第⼆発電所の乾式貯蔵施設



 「我が国におけるプルトニウム利⽤の基本的な考え⽅」を踏まえ、プルトニウムバランスを確保するため、
① プルサーマル計画・プルトニウム利⽤計画に基づき、国内外のプルトニウム利⽤を加速するとともに、
② 再処理等拠出⾦法の枠組みに基づき、経済産業⼤⾂がプルトニウムの回収と利⽤をバランスさせる。

 このため、プルサーマルに対する地元理解に向けた官⺠の取組を強化するとともに、事業者間の連携・
協⼒により、海外のプルトニウム利⽤を促進する。

プルトニウムバランスの確保に向けた取組

プルサーマル計画
（2020.12.17 電気事業連合会／概要）

地元のご理解を前提に、稼
働する全ての原⼦炉を対象
に⼀基でも多くプルサーマル
が導⼊できるよう検討

2030年度までに、少なくと
も12基の原⼦炉でプルサー
マル

事業者間の連携・協⼒等に
より、国内外のプルトニウム
利⽤の促進・保有量の削減
を進める



１．再稼働への関係者の総⼒の結集

２．運転期間の延⻑など既設原発の最⼤限活⽤

３．次世代⾰新炉の開発・建設

４．再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化
①再処理
②廃炉
③最終処分
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（第27回原⼦⼒⼩委員会）
 廃⽌措置の着実な実施は、国⺠の原⼦⼒に対する信頼向上と今後の原⼦⼒の継続的な活⽤に不可⽋。
事業者間連携・廃炉実務・資⾦確保、それぞれの課題について着実に対応すべき。

 原⼦⼒事業者のみが廃炉の責任主体である⽇本の体制は、着実・安全な廃炉に向けては不⼗分。
 安定的に廃炉資⾦を確保するための⽅策について、先⾏する海外事例を参考に検討することは喫緊の課題。
 廃炉資⾦を透明性をもって着実に確保するためには、⽶英のように外部基⾦を作り、第三者もチェック機能が

働く仕組みに移⾏することも考えられるではないか。資⾦確保は事業者が責任をもって⾏うべき。
 廃炉費⽤の分配について深掘りするような時期に来ている。重要な視点の⼀つは、廃炉をどう公益的課題として

位置付けるのか。想定される制度設計の利害・得失を整理して社会に⽰すことが重要。
 低レベル放射性廃棄物の処分が⽬に⾒える課題となってきている。⽇本でも他国のように国の関与を強めて課

題解決を図るべき。
 クリアランス推定物の集中処理を⾏うリサイクルビジネスの実現を⽬指しているが、検認前の集中処理の規制と
国⺠理解が課題。国は、合理的な規制基準を設けるとともに、国⺠理解の着実な促進に努めてほしい。

 リスクレベルに応じた規制のあり⽅も考慮の余地がある。IAEA等海外の知⾒も活⽤して規制当局との対話を
進めてほしい。

 放射性廃棄物は発⽣国での処分が原則。⼤型機器の輸出制度⾒直しは⼤きな転換なので熟考が必要。過
去も廃棄物輸出が環境問題になってきた。放射性廃棄物の輸出の必要性⾃体が問われるべき。
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原⼦⼒⼩委員会におけるこれまでの議論概要（廃炉）



廃炉に関する課題整理及び今後検討すべき対応の⽅向性

●課題認識
� ⽇本では、18基（１F除く）が既に廃炉決定済みであり、 2020年代半ば以降に原⼦炉等の解体が
本格化する⾒通し。

� 廃炉プロセスが本格化していく中でも、我が国全体で着実かつ効率的に廃炉を進めていくために
は、事業者間の連携を推進する必要。

� 着実に廃炉を進めていくためには、廃炉に必要な資⾦を確保する⽅策についても検討する必要。
� さらには、低レベル放射性廃棄物の適切な処理・処分や、クリアランス⾦属の再利⽤先拡⼤と
いった課題への対応が必要。

●今後検討すべき対応の⽅向性

 我が国全体の廃炉を着実かつ効率的に実施していくため、以下のような機能を担う体制を整備
 ⽇本全体の廃炉の統括・マネジメント
 共通課題への対応（研究開発、共⽤設備等の調達、地域理解の増進等）
 必要な資⾦の確保・管理・⽀弁

※ 制度措置の詳細は、廃炉等円滑化WGにおいて議論中
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 今後、原発の廃⽌措置プロセスが本格化していくこと等を踏まえ、2022年７⽉から「廃炉等円滑化
ワーキンググループ（WG）」を開催。通常炉の廃⽌措置を効率的かつ着実に実施するための課題
を整理し、課題解決に必要な事業体制や資⾦確保のあり⽅等を検討中。

【参考】廃炉等円滑化ワーキンググループ

座⻑ ⼭内 弘隆 武蔵野⼤学経営学部 特任教授
委員 井⼝ 幸弘 福井⼤学 附属国際原⼦⼒⼯学研究所 特命教授

五⼗川 ⼤也 ⼤阪公⽴⼤学経済学研究科 准教授
織 朱實 上智⼤学地球環境学研究科 教授
⻫藤 拓⺒ 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科原⼦⼒専攻 准教授
曽我 美紀⼦ ⻄村あさひ法律事務所 パートナー弁護⼠
服部 徹 電⼒中央研究所 社会経済研究所副所⻑
樋野 智也 有限責任監査法⼈トーマツ パートナー
⼜吉 由⾹ 三井住友信託銀⾏株式会社 ESGソリューション企画推進部 主管
村上 千⾥ （公社）⽇本消費⽣活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 理事

WG委員名簿

開催実績
第１回（7/27）
 廃⽌措置を円滑かつ効率的に進めるために構築するべき体制、必要な資⾦を確保する⽅策、その他廃
⽌措置を着実に進めていくために対応すべき課題等の論点について議論

第２回（8/31）
 第１回の議論を踏まえ、①実施体制、②共通課題への対応、③資⾦の確実な確保の３つの点に関する
対応の⽅向性について議論





１．再稼働への関係者の総⼒の結集

２．運転期間の延⻑など既設原発の最⼤限活⽤

３．次世代⾰新炉の開発・建設

４．再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化
①再処理
②廃炉
③最終処分
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 最終処分については、避けては通れない課題であり、国⺠全体の問題として解決すべきものと認識。調査に協
⼒する地域が批判されることがないよう、電⼒消費地を含めて、 国が責任を持って理解増進に取り組むべき。

 最終処分に関する国⺠的な認知が⼗分でない印象。広く知ってもらうための⼀層の⼯夫が必要。
 そもそも、⽇本は“ゴミ”に対する意識・認識が希薄。処分事業については、北海道以外の地域からも調査に協

⼒してもらい、国⺠全体で理解を深めていくべき。
 最終処分は優先度の⾼い課題であり、事業者が取り組みを進めるべきことは⾔うまでもないが、最終処分地の

選定に向けては、国の果たす役割が極めて⼤きい。スピード感をもって取り組むとともに、原⼦⼒利⽤に対する
国⺠理解の醸成に向けて、より多くの地域・国⺠との対話を積み重ねていくべき。

 処分事業は⻑期事業であるため、将来世代への責任をどう考えるかがポイント。現世代で合理的な決断がな
されているか、という視点が重要。

 地層処分場は電⼒の安定供給のためにも重要であり、⽂献調査に協⼒いただいている２⾃治体に感謝。
 地層処分に係る技術開発は、その分野が⾮常に多岐にわたる。この安全性評価に当たっ ては、分野横断的に
⾒ることができる技術⼈材が必要。そうした観点から、共同研究に若⼿を巻き込むなどして、⻑期的な視点で⼈
材確保を進めることが重要。

 最終処分に関する地域との対話については、スウェーデンやフィンランドなどの先⾏する海外事例を参考にする
他、彼らと交流をすることで更に理解を深めていくこともできると思う。

 「対話の場」の事務局がNUMO と⾃治体では、市⺠は、議論が推進に誘導されてしまうのでは、という疑念
が払しょくできない。また、メンバーに⼥性や若者が少ないとも聞く。中⽴性の担保の観点からは、ファシリテーター
の存在だけでは不⼗分であり、実施主体を第三者機関とし、制度で担保することが必要。

85

原⼦⼒⼩委員会におけるこれまでの議論概要（最終処分）



最終処分に関するこれまでの取組

●これまでの主な取組（１／２）
（全国対話活動）
� 「科学的特性マップ」公表以降（2017年７⽉〜）、国とNUMOは、全国約150カ所での説明会を実施。
� 最終処分をより深く知りたいと考える関⼼グループ（経済団体、⼤学・教育関係者、NPO等）は、全国で
約110にまで拡⼤。若年層による勉強会、SNSによる活動発信等も実施。

（⽂献調査）
� 2020年11⽉から、北海道 寿都町・神恵内村でNUMOが⽂献調査を実施中。2021年４⽉からは「対
話の場」を⽴ち上げる（寿都町︓12回、神恵内村︓９回）など、地域での対話活動を実施。

� また、本年9⽉6⽇の「放射性廃棄物WG」では、NUMOによる⽂献調査について、透明性あるプロセスで丁
寧に評価していく観点から、「地層処分技術WG」の再始動を決定。

� 全国のできるだけ多くの地域で⽂献調査を受け⼊れていただくべく、対話活動等に取り組んでいるところ。

＜関⼼グループの全国的な拡がり＞ ＜有志の学⽣によるYouTube動画の例＞ ＜寿都町・神恵内村＞
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最終処分に関するこれまでの取組

●これまでの主な取組（２／２）
（技術開発）
� NUMOのリーダーシップの下、将来的な技術課題を網羅的に整理のうえ、「地層処分研究開発に関する全
体計画」の改訂に向け、研究会（国、NUMO、JAEA、外部有識者等）で議論中。

（国際協⼒）
� 最終処分国際ラウンドテーブルを⽴ち上げ、２度開催（2019年10⽉、2020年２⽉）。各国の対話
活動のベストプラクティス、各国が有する研究施設等を活⽤した研究開発協⼒の⽅向性等を盛
り込んだ最終報告書をとりまとめ。

＜「地層処分研究開発に関する全体計画」に関する
研究会（「地層処分研究開発調整会議」）の概要＞

� 地層処分の研究開発等における、関係⾏政機関等の間
の⼀層の連携強化等の観点から、設置されたもの。

� 研究開発の対象としては、⾼レベル放射性廃棄物の地
層処分、TRU廃棄物の地層処分等とし、主に以下に取
り組む。
①研究開発全体計画の策定
②研究開発の連携に関する調整
③成果の体系化に向けた調整
④研究開発の重複排除の調整

� 国、NUMO、JAEA等関係機関を構成員とし、外部有識
者による議論・審議もいただく。

＜最終処分国際ラウンドテーブルの概要＞
⽇時︓【第⼀回】2019年10⽉14⽇

【第⼆回】2020年2⽉7⽇（於︓パリ）
参加者︓14カ国の政府⾼官、OECD/NEA・IAEAの代表者
主な議題︓
各国の理解活動における経験・知⾒の共有
各国研究施設間の研究協⼒や⼈材交流の促進の在り⽅
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最終処分に関する課題認識

●課題認識

� 最終処分の実現のためには、⽂献調査の実施地域の拡⼤に向けた取組
が必要。⾃治体による調査受け⼊れには、それを⽀える地域/全国の
理解が必要不可⽋。

� しかしながら、最終処分は必ず解決しなければならない課題であり、
その実現は社会全体の利益であるとの認識が全国的に⼗分拡がってい
ないのではないか。結果として、本事業に貢献する地域への敬意や感
謝の念が社会的に共有化されていないのではないか。

� この際、事業を推進していく上では、これまで以上に国が前⾯に⽴っ
た取組が必要であると同時に、NUMO・事業者の機能・取組もより
⼀層強化していくべきではないか。

� さらに、最終処分は国際的な共通課題として、諸外国との交流・連携
を進めるべきではないか。
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最終処分に関する今後検討すべき対応の⽅向性

●今後検討すべき対応の⽅向性

国主導の
理解活動

� ⾃治体向けの情報提供等の強化
- 国から全⾃治体へ最新情報の提供等（複数の⾃治体が参加する説明会等の
場の活⽤、⾃治体側の問題意識等も聴取、理解状況に応じて個別の働きか
け強化）

- 国主催の勉強会・交流会（⾸⻑の理解促進、関⼼事項への対応策の検討）
� 最終処分事業に関⼼を持つ⾃治体等を対象に、NUMO・事業者と連携した、
情報提供や視察、学習等の⽀援

� 全国向けの情報発信の強化

NUMO・事業者
の機能・取組強化

� 最終処分事業に関⼼を持つ⾃治体等を対象に、国と連携した、情報提供や視
察、学習等の⽀援

� NUMOの技術基盤強化（横断的な地質情報の収集機能強化 等）
� 事業者による地域に根ざした理解活動の推進、NUMOとの連携強化

国際協⼒

� 原⼦⼒利⽤国や国際機関との交流・連携強化（処分場⽴地地域との交流、国
際WS等）

� NUMOと他国の処分事業主体との共同研究、⼈材交流の推進

⾃治体の検討の⼟台をしっかりと整えることで、⽂献調査の実施地域の拡⼤につなげ、
最終処分の実現に向けたプロセスを加速化させる。
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